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　高知銀行グループでは、市場規律を踏まえた自己責
任原則の下で経営の透明性を向上させるとともに、ア
カウンタビリティーとディスクロージャーの強化に

よって、ステークホルダーとの円滑な関係を維持し、
コンプライアンスやリスク管理を徹底していくこと
で、一層強靭な経営体質を築くよう努めています。

取締役会
　当行の経営意思決定、執行、監督に係る主たる経営
管理組織である取締役会は、平成23年6月30日現在8名
で構成し、社外取締役は選任していません。なお、取締
役会は毎月1回以上開催しています。
　取締役は、自らの責任において、業務の健全性と適
切性の確保に努めています。

経営会議
　取締役会に次ぐ会議体として、業務執行の意思決定
および経営の統制の適切性と円滑化の確保を目的とし、
代表取締役および経営統括部担当取締役のほか取締役
会が特に定めた取締役をもって構成しており、毎月1回
以上開催しています。

監査役会
　当行は監査役制度を採用しており、平成23年6月30日
現在の体制は、常勤2名、非常勤2名の計4名で、この
うち3名（常勤1、非常勤2）は社外監査役となっていま

す。なお、当行の社外監査役は当行のその他の取締役、
監査役と人的関係を有さず、当行との間に特別な利害
関係はありません。
　監査役会は、原則として毎月1回開催しています。
各監査役は、監査役会規程、監査役監査基準等に基づ
き、取締役会、経営会議等の重要会議に出席して意見
陳述を行うほか、重要事項の報告を受け、重要書類の
閲覧や必要に応じた本部、営業店等の往査などを通じ
て、監査業務を適正に実施しています。
　こうした監査にあたり、監査役会は、内部監査部門
である監査部および会計監査を担当する監査法人から
適時適切な報告を受けるほか、定期的な会合や往査時
の立会などを通じて十分な意見交換を行っており、独
立性確保の前提のもとに三様監査相互間の連携の強化
を図っています。
　なお、監査部は、平成23年6月30日現在、15名で構
成しており、業務運営部門から独立した内部監査部門
として業務運営に関する監査を行い、監査結果を取締
役会に報告しています。

■ 当行の機関の内容  

　当行は、銀行に課せられた高い公共性と重い社会的
使命を全うするため、法令等はもとより、社会的規範
を厳格に遵守し、良識ある経営姿勢を維持しなければ
ならないと考えています。こうした基本方針を堅持す
るために「行動憲章」を定めるとともに、全役職員に
対し、行動憲章に則った行動指針「倫理法令遵守の基本

方針（コンプライアンスポリシー）」を徹底しています。
　また、役職員一人ひとりが社会人としての良識をも
ち、高い職業倫理観に裏付けられた自律をもってルー
ルを遵守するとともに、内部検証の機能を発揮させる
ことで、お客さまや社会からの信用・信頼を確保する
ことを経営の基本方針としています。

■ 法令等遵守（コンプライアンス）体制  
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コンプライアンス体制図

　当行では、各部店の長をコンプライアンス責任者に、
次席者をコンプライアンス担当者に任命し、部店内にお
ける法令等遵守状況の第一次チェックを行っています。
　第一次チェックの結果は、コンプライアンス統括部
が二次的に検証します。また、事務システム部が内部
事務手続きの調査を行い、監査部が業務運営に関する
監査を行っており、これらの検証結果を受けて、各業
務所管部が連携し、問題部店に対する業務改善の指導
を行っています。
　さらに、コンプライアンス統括部が、業務運営にお
けるコンプライアンスの徹底状況を監視し、問題事案
に関しては所管部に対し実態の調査や是正指示を行う
とともに、重要事項については頭取を長とするコンプ
ライアンス委員会で審議したうえで取締役会に付議・

報告する体制としています。
　こうした体制を監査部が検証し、状況に応じて改善
勧告が取締役会に対し行われ、監査役会が経営全般に
関する内部統制機能を監査し、アドバイスを行ってい
ます。
　コンプライアンス委員会は、委員長を頭取、副委員
長をコンプライアンス統括部担当取締役とし、委員を
その他の取締役と6部長で構成しており、当行が法令
等を遵守するとともに、自浄能力のある組織であり続
けるために、コンプライアンスに関する事項について、
報告を受け、審議を行い、または決議しています。
　コンプライアンス委員会は原則3カ月ごとに開催す
ることとしていますが、必要がある場合には随時開催
しています。

コンプライアンス体制

　コンプライアンスを実践するために、業務場面での
具体的な行動指針等を示した「コンプライアンス・マ
ニュアル」と携帯用の「コンプライアンスチェックカー
ド」を作成し、役職員に配布するとともに、研修等を
通じて周知徹底を図っています。
　また、各部店におけるコンプライアンスマインドの
浸透を高めるため、業務遂行にあたって特に留意すべ
き法令やルール等の遵守状況を問う「コンプライアン
ス自己チェック表」を作成しており、各部店のコンプ

ライアンス責任者はこれらを用いて日常的なモニタリ
ングを行っています。
　これらのコンプライアンス体制整備や周知徹底に係
る計画は、年度ごとにコンプライアンス委員会での審
議を経て、取締役会決議のうえ、「コンプライアンス・
プログラム」として定めています。また、本プログラ
ムの進捗状況も取締役会が検証し、内部統制の実効性
を確保しています。

コンプライアンス活動

　当行は、金融機関に対する公共の信頼を維持し、反
社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢
力への対応に係る基本方針」を制定し、全行をあげて
関係遮断に向けた取り組みを推進しています。

　また、反社会的勢力への対応をホームページで公開
し、更なる周知を図っています。また、反社会的勢力へ
の対応を統括する部署を設置するとともに、外部関係
機関との連携を密にするなど、態勢を整備しています。

反社会的勢力への対応

　当行では、法令等違反による不祥事の防止および早
期発見、自浄プロセスの機動性の向上、風評リスクの
コントロール並びに社会的信頼の確保のために「企業
倫理ホットライン」を設けています。併せて、通報者

保護（不利益処分禁止・報復禁止・匿名性確保）を第一
とする「内部通報制度実施規程」を定め、内部通報制
度の機能性の確保に努めています。

内部通報制度

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
状
況




